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本
年
7
月
13
日
、
中
村
悠
人
・
関
西

学
院
大
学
准
教
授
を
講
師
に
招
き
、
無

期
刑
受
刑
者
の
処
遇
に
関
す
る
勉
強
会

を
開
催
し
た
。
中
村
准
教
授
は
現
在
、

科
学
研
究
費
助
成
事
業
と
し
て
無
期
刑

受
刑
者
処
遇
に
関
す
る
研
究
（
研
究
代

表
・
石
塚
伸
一
龍
谷
大
学
教
授
・
当
実

現
本
部
委
員
）
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

そ
の
現
時
点
で
の
成
果
等
に
つ
き
お
話

し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
講
演
で
は
、
ま
ず
前
提
と
し
て
、
無

期
刑
の
執
行
状
況
に
つ
き
公
表
デ
ー
タ

（
法
務
省
保
護
局
「
無
期
刑
の
執
行
状

況
及
び
無
期
刑
受
刑
者
に
係
る
仮
釈
放

の
運
用
状
況
に
つ
い
て
」
及
び
矯
正
統

計
年
報
）
を
も
と
に
概
観
。
無
期
刑
新

受
刑
者
数
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の

（
ピ
ー
ク
時
の
2
0
0
6
年
が
1
3
6

人
に
対
し
て
2
0
1
8
年
は
25
人
）、

出
所
者
総
数
が
増
加
し
な
い
た
め
、
年

末
在
所
無
期
刑
受
刑
者
は
ピ
ー
ク
時

（
2
0
1
3
年
は
1
8
4
3
人
）
か
ら
若

干
の
減
少（
2
0
1
8
年
は
1
７
8
９

人
）
に
留
ま
る
。
出
所
事
由
に
は
仮
釈

放
と
死
亡
が
あ
る
が
、
2
0
0
９
～

2
0
1
8
年
の
10
年
間
の
平
均
で
は
、

無
期
刑
仮
釈
放
者
が
8
・
9
人
、
う
ち

新
た
な
刑
の
執
行
に
お
い
て
仮
釈
放
と

な
っ
た
者
（
無
期
刑
新
仮
釈
放
者
）
に

限
る
と
平
均
6
・
7
人
。
こ
れ
に
対
し

て
死
亡
者
の
平
均
は
21
人
と
新
仮
釈
放

者
の
3
倍
超
で
あ
り
、
出
所
者
数
の
抑

制
は
仮
釈
放
者
数
の
伸
び
悩
み
に
よ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
新
仮
釈
放
者
の
平
均

受
刑
在
所
期
間
は
、
最
長
だ
っ
た

2
0
1
0
年
の
35
年
3
月
か
ら
は
減
少

傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
2
0
1
７
年
で

33
年
2
月
、
2
0
1
8
年
で
31
年
6
月

と
、
30
年
を
上
回
る
。
仮
釈
放
自
体
が

少
な
く
、
か
つ
仮
釈
放
ま
で
の
在
所
期

間
の
長
期
化
に
よ
り
、
必
然
的
に
無
期

刑
受
刑
者
の
高
齢
化
が
進
み
、
2

 

0

 
1
 

8
年
末
は
、
全
体
の
約
8
割
を
占
め
る

在
所
期
間
10
年
以
上
の
受
刑
者
の
平
均

年
齢
が
60
・
34
歳
、
全
体
で
も
50
歳
代

以
上
の
受
刑
者
が
7
割
を
超
え
る
。

　
こ
う
し
た
在
所
期
間
の
長
期
化
と
高

齢
化
の
下
で
の
無
期
刑
受
刑
者
処
遇
の

実
情
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
既
に

実
施
し
た
L
A
・
L
B
指
標
の
刑
事

施
設
各
2
カ
所
に
対
す
る
質
問
調
査

（
受
刑
当
事
者
に
対
す
る
調
査
に
は
困

難
が
伴
う
た
め
、
施
設
側
か
ら
回
答
を

得
る
方
式
）
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
を

も
と
に
、
本
題
に
つ
い
て
の
報
告
が
な

さ
れ
た
。
L
指
標
施
設
に
は
有
期
刑
受

刑
者
も
収
容
さ
れ
て
い
る
が
、
無
期
に

特
別
な
処
遇
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
仮
釈
放
が
困
難
な
現
状
に

お
い
て
、
無
期
刑
受
刑
者
に
社
会
復
帰

後
の
生
活
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め
の

意
識
的
な
取
組
は
な
く
、
む
し
ろ
、
所

内
生
活
の
送
り
や
す
さ
（
そ
の
内
実
は

不
明
確
で
施
設
に
よ
っ
て
も
相
違
が
あ

る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
）
が
主
た
る
目

標
と
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
点
は
皮
肉
に
も
、
短
期
を
含
む
有

期
刑
受
刑
者
と
は
異
な
る
処
遇
の
特
色

と
い
え
よ
う
か
。
ま
た
具
体
的
な
処
遇

場
面
で
も
、
例
え
ば
職
業
訓
練
の
対
象

者
と
し
て
は
出
所
が
近
い
受
刑
者
が
優

先
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
無
期
刑
受
刑

者
は
他
施
設
で
の
集
合
訓
練
の
募
集
対

象
外
と
さ
れ
る
た
め
自
庁
訓
練
に
限
定

さ
れ
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
無
期
刑

受
刑
者
が
実
際
に
受
け
ら
れ
る
矯
正
処

遇
に
一
定
の
制
約
が
あ
る
こ
と
が
窺
わ

れ
た
。
さ
ら
に
、
無
期
刑
受
刑
者

は
些
細
な
こ
と
で
心
情
を
乱
す
傾

向
に
あ
り
、「
心
情
の
安
定
」
が

処
遇
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
報
告
は
、
死
刑
確
定
者

に
対
す
る
処
遇
の
実
情
と
も
共
通

し
、
示
唆
的
で
あ
る
。

　
な
お
、
中
村
准
教
授
か
ら
は
、

刑
務
官
か
ら
も
仮
釈
放
の
積
極
化

を
望
む
声
が
聞
か
れ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
、
仮
に
仮
釈
放
の
可
能
性

の
な
い
終
身
刑
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、

も
っ
ぱ
ら
施
設
内
で
生
涯
を
送
る

た
め
の
心
情
の
安
定
が
処
遇
の
中

心
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
復

帰
を
前
提
と
し
な
い
処
遇
、
と
り

わ
け
矯
正
処
遇
が
許
容
さ
れ
る
の
か
、

と
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
死
刑
の

代
替
刑
と
し
て
の
終
身
刑
や
そ
の
減
刑

制
度
を
具
体
的
に
構
想
す
る
上
で
も
避

け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
今
後
に
向

け
様
々
な
気
づ
き
や
手
が
か
り
の
得
ら

れ
る
有
益
な
勉
強
会
で
あ
っ
た
。

死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部ニュース            日本弁護士連合会　
死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部

●主な内容●

2020.9

第7号
・2020年度活動方針について
　������������������� 9
・無期刑受刑者の処遇に関する
　勉強会について������������ 9

・2019年11月内閣府世論調査
　（死刑制度に対する意識調査）について
　������������������ 10
・弁護士会の死刑廃止の取組状況について
　������������������ 10

　
2
0
2
0
年
7
月
16
日
に
開
催
さ
れ

た
、
死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制

度
改
革
実
現
本
部
の
全
体
会
議
（
理
事

会
内
本
部
）
に
お
い
て
、
今
年
度
の
活

動
方
針
案
が
異
議
な
く
承
認
さ
れ
ま
し

た
。

　
活
動
目
標
と
し
て
は
、
死
刑
制
度
の

廃
止
を
実
現
す
る
た
め
、

（
一
）
法
務
省
内
に
、
死
刑
制
度
を
含

む
刑
罰
制
度
改
革
の
た
め
の
協
議
を
行

う
審
議
会
（
有
識
者
会
議
な
ど
を
含

む
。）
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
働
き
か
け

る
こ
と
。

（
二
）
国
会
に
お
い
て
、
死
刑
執
行
停

止
法
案
を
速
や
か
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
。

な
ど
と
な
り
ま
し
た
。

　
も
と
も
と
日
弁
連
は
、
2
0
1
6
年

の
福
井
宣
言
の
中
で
、
死
刑
を
廃
止
す

る
に
際
し
て
、
死
刑
が
科
さ
れ
て
き
た

よ
う
な
凶
悪
犯
罪
に
対
す
る
代
替
刑
と

し
て
「
仮
釈
放
の
可
能
性
が
な
い
終
身

刑
制
度
」
な
ど
を
検
討
す
る
よ
う
求
め
、

ま
た
刑
罰
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
、「
刑

法
を
改
正
し
て
、
懲
役
刑
と
禁
錮
刑
を

拘
禁
刑
と
し
て
一
元
化
し
…
拘
禁
刑
の

目
的
が
罪
を
犯
し
た
人
の
人
間
性
の
回

復
と
自
由
な
社
会
へ
の
再
統
合
・
社
会

的
包
摂
の
達
成
に
あ
る
こ
と
を
明
記
す

る
こ
と
」
を
求
め
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
福
井
宣
言
後
も
、
我
が
国
に
お

い
て
死
刑
の
執
行
は
続
い
て
い
る
も
の

の
、
こ
の
間
、「
日
本
の
死
刑
制
度
の

今
後
を
考
え
る
議
員
の
会
」（
会
長
・

河
村
建
夫
衆
議
院
議
員
）
が
設
立
さ
れ
、

さ
ら
に
国
会
議
員
と
日
弁
連
委
員
と
の

意
見
交
換
な
ど
を
通
じ
て
、
冤
罪
に
よ

る
誤
っ
た
死
刑
執
行
の
危
険
性
な
ど
か

ら
、
死
刑
の
執
行
停
止
に
理
解
を
示
す

国
会
議
員
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
死
刑
制
度

を
含
む
刑
罰
制
度
改
革
の
た
め
の
協
議

を
早
急
に
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た

め
法
務
省
内
に
お
け
る
審
議
会
（
有
識

者
会
議
を
含
む
。）
の
設
置
と
協
議
に

基
づ
く
法
案
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、

暫
定
的
に
死
刑
の
執
行
を
停
止
す
る
法

律
が
速
や
か
に
成
立
す
る
こ
と
を
求
め

る
要
請
活
動
を
行
う
こ
と
が
、
活
動
方

針
と
し
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、

各
地
に
お
い
て
政
党
、
国
会
議
員
に
対

す
る
陳
情
活
動
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　
日
弁
連
と
し
て
は
、
各
地
の
弁
護
士

会
・
弁
護
士
会
連
合
会
と
の
活
動
の
連

携
を
は
か
る
こ
と
の
ほ
か
、
活
動
方
針

と
し
て
、
次
の
各
事
項
に
つ
い
て
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

・�

死
刑
の
廃
止
へ
向
か
う
国
際
的
動
向

を
踏
ま
え
、
諸
機
関
と
国
際
的
な
連

携
を
図
る
。

・
研
究
者
に
対
す
る
活
動

　
死
刑
制
度
廃
止
を
含
む
刑
罰
制
度
改

革
に
つ
い
て
協
働
し
て
研
究
す
る
。

・�

死
刑
制
度
の
廃
止
に
向
け
て
の
世
論

喚
起
の
た
め
の
活
動

　
マ
ス
コ
ミ
に
対
す
る
働
き
か
け
の
ほ

か
、
街
頭
活
動
及
び
W
E
B
な
ど
を

利
用
し
た
市
民
に
対
す
る
働
き
か
け
を

行
う
。

・�

宗
教
団
体
な
ど
諸
団
体
・
諸
機
関
に

対
し
、
死
刑
制
度
の
廃
止
に
向
け
て

働
き
か
け
を
行
う
。

・�

死
刑
の
代
替
刑
と
受
刑
者
の
処
遇
に

つ
い
て
提
言
す
る
。

・�

死
刑
確
定
者
の
再
審
支
援
援
助
に
対

す
る
理
解
を
求
め
る
活
動
を
行
う
。

死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制
度
改
革
実
現
本
部
事
務
局
長

小
川
原
　
優
之
（
第
二
東
京
）

無
期
刑
受
刑
者
の
処
遇
に
関
す
る

勉
強
会
に
つ
い
て

2
0
2
0
年
度
活
動
方
針
に
つ
い
て

死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制
度
改
革
実
現
本
部
委
員

田
鎖
　
麻
衣
子
（
第
二
東
京
）

勉強会の様子（講師は Zoomにより参加）
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本
年
1
月
17
日
、
死
刑
制
度
に
対
す

る
意
識
調
査
を
含
む
「
基
本
的
法
制
度

に
関
す
る
世
論
調
査
」（
2
0
1
９
年

11
月
実
施
）
の
結
果
が
公
表
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
を
受
け
、
当
本
部
に
お
い
て
、

そ
の
内
容
を
直
ち
に
検
討
し
、
同
月
23

日
、
日
弁
連
会
長
談
話
を
発
表
し
て
い

ま
す
。

　
死
刑
制
度
に
関
す
る
政
府
の
世
論
調

査
は
、
質
問
数
や
質
問
表
現
に
変
化
は

あ
り
ま
す
が
、
昭
和
31
年
か
ら
実
施
さ

れ
（
平
成
元
年
以
降
は
5
年
ご
と
に
）、

今
回
が
11
回
目
に
な
り
ま
す
（
な
お
、

選
挙
権
年
齢
の
引
下
げ
に
合
わ
せ
、
今

回
、
調
査
対
象
年
齢
が
18
歳
以
上
に
拡

大
さ
れ
ま
し
た
。）。
調
査
回
収
率
は

年
々
低
下
し
て
き
て
お
り
、
今
回
は
、

前
回
の
60
・
９
%
を
大
幅
に
下
回
る

52
・
4
%
で
し
た
。
特
に
大
都
市
の
回

収
率
が
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
、

世
論
調
査
の
結
果
を
も
っ
て
国
民
全
体

の
意
見
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
到
底
で

き
な
い
レ
ベ
ル
の
低
い
回
収
率
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
調
査
結
果
は
、
平
成
26
年
11
月
実
施

の
前
回
調
査
の
結
果
と
ほ
ぼ
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
主
な
回
答
結
果
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

　
死
刑
制
度
に
関
し
、「
死
刑
は
廃
止

す
べ
き
で
あ
る
」（
①
）
が
9
・
0
%
（
前

回
9
・
７
%
）、「
死
刑
も
や
む
を
得
な

い
」（
②
）
が
80
・
8
%
（
前
回
80
・

3
%
）
で
す
。
さ
ら
に
、「
死
刑
は
廃

止
す
べ
き
で
あ
る
」
の
回
答
者
の
う
ち
、

「
す
ぐ
に
全
面
的
に
廃
止
す
る
」
が

36
・
6
%
（
前
回
43
・
3
%
）、「
だ
ん

だ
ん
死
刑
を
減
ら
し
て
い
き
、
い
ず
れ

全
面
的
に
廃
止
す
る
」
が
57
・
0
%
（
前

回
54
・
5
3
%
）、「
死
刑
も
や
む
を
得

な
い
」
の
回
答
者
の
う
ち
、「
状
況
が

変
わ
れ
ば
、
将
来
的
に
は
、
死
刑
を
廃

止
し
て
も
よ
い
」（
③
）
が
39
・
９
%
（
前

回
40
・
5
%
）、「
将
来
も
死
刑
を
廃
止

し
な
い
」（
④
）
が
54
・
4
%
（
前
回

57
・
5
%
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
が
新
た
に
導

入
さ
れ
る
場
合
の
死
刑
廃
止
の
当
否
に

つ
い
て
は
（
日
弁
連
が
公
表
し
た
意
見

書
で
指
摘
し
た
点
を
踏
ま
え
、
前
回
調

査
か
ら
追
加
さ
れ
た
質
問
）、「
死
刑
を

廃
止
す
る
方
が
よ
い
」
が
35
・
1
%
（
前

回
37
・
７
%
）、「
死
刑
を
廃
止
し
な
い

方
が
よ
い
」
が
52
・
0
%
（
前
回
51
・

5
%
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
死
刑
の
犯
罪
抑
止
力
に
関
す
る
問
も

あ
り
ま
す
。
死
刑
が
な
く
な
っ
た
場
合
、

凶
悪
な
犯
罪
が
増
え
る
と
思
う
か
と
い

う
問
に
対
し
、「
増
え
る
」
が
58
・

3
%
（
前
回
57
・
７
%
）、「
増
え
な
い
」

が
13
・
７
%
（
前
回
14
・
3
%
）
と
な
っ

て
い
ま
す
（
な
お
、
死
刑
の
犯
罪
抑
止

力
の
有
無
に
つ
い
て
は
、「
分
か
ら
な

い
」（
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
。）
が
正

解
の
よ
う
で
す
が
、
凶
悪
犯
罪
が
「
増

え
る
」
と
考
え
て
い
る
国
民
が
圧
倒
的

に
多
い
の
が
気
に
な
り
ま
す
。）。

　
我
が
国
の
国
民
の
大
多
数
は
死
刑
を

支
持
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
根
拠
に
さ
れ
て
い
る
の
が
、
前
記

「
死
刑
も
や
む
を
得
な
い
」
の
回
答
割

合
（
80
・
8
%
）
で
す
。
そ
の
選
択
肢

の
表
現
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
こ
の
数

字
だ
け
に
着
目
す
る
と
、
確
か
に
国
民

の
大
多
数
が
死
刑
に
賛
成
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、「
将

来
」
の
死
刑
廃
止
の
当
否
に
対
す
る
態

度
と
い
う
基
準
で
分
け
て
み
る
と
、
廃

止
賛
成
（
①
+
③
）
は
41
・
3
%
（
前

回
42
・
2
%
）、
廃
止
反
対
（
④
）
は

44
・
0
%
（
前
回
46
・
1
%
）
と
な
り

ま
す
。
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
将
来
も

廃
止
し
な
い
と
い
う
回
答
者
（
④
）
の

う
ち
20
・
5
%
（
前
回
21
・
1
%
）
も

の
者
が
、
終
身
刑
が
新
た
に
導
入
さ
れ

る
な
ら
ば
、「
死
刑
を
廃
止
す
る
方
が

よ
い
」
と
回
答
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
こ
う
し
て
見
る
と
、
我
が
国
の
国
民

の
大
多
数
は
死
刑
を
支
持
し
て
い
る
と

い
う
評
価
が
適
切
で
は
な
い
こ
と
を
ご

理
解
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
死
刑
制
度
に
関
す
る
世
論
の
中
身
を

更
に
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
日

弁
連
が
2
0
1
8
年
7
月
に
内
閣
総
理

大
臣
及
び
法
務
大
臣
に
提
出
し
た
「
死

刑
制
度
に
関
す
る
政
府
世
論
調
査
に
対

す
る
意
見
書
」（
2
0
1
8
年
6
月
14

日
公
表
）
に
お
い
て
提
言
し
た
よ
う
に
、

質
問
表
現
の
修
正
（「
死
刑
は
廃
止
す

べ
き
で
あ
る
」・「
死
刑
も
や
む
を
得
な

い
」
で
は
な
く
、「（
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
）
死
刑
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
」・

「（
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
）
死
刑
は
残

す
べ
き
で
あ
る
」
に
修
正
す
る
）
や
質

問
の
追
加
（
国
民
の
死
刑
制
度
に
関
す

る
情
報
の
認
知
度
を
把
握
す
る
た
め
の

質
問
等
）
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
日
弁
連
は
、
政
府
に
対
し
、
再
三
に

わ
た
り
、
日
本
に
お
い
て
国
連
犯
罪
防

止
刑
事
司
法
会
議
（
コ
ン
グ
レ
ス
）
が

開
催
さ
れ
る
2
0
2
0
年
ま
で
に
死
刑

制
度
の
廃
止
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
政
府
は
、

我
が
国
の
大
多
数
の
国
民
が
死
刑
を
支

持
し
て
い
る
と
し
て
、
死
刑
廃
止
に
関

す
る
議
論
を
喚
起
す
る
よ
う
な
施
策
を

取
ら
な
い
ま
ま
で
い
ま
す
。
し
か
し
、

死
刑
制
度
に
対
す
る
世
論
は
廃
止
賛

成
・
反
対
に
二
分
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
境
界
は
流
動
的
で
す
。

　
国
際
社
会
が
死
刑
廃
止
に
向
か
っ
て

い
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
も
あ
り
ま
せ

ん
。
政
府
は
、
死
刑
執
行
の
実
態
（
基

準
、
手
続
、
方
法
等
）
や
死
刑
確
定
者

に
対
す
る
処
遇
、
死
刑
廃
止
国
に
お
け

る
犯
罪
に
関
す
る
統
計
等
死
刑
制
度
に

関
連
す
る
情
報
を
国
民
に
広
く
公
開
・

提
供
し
、
死
刑
制
度
に
関
す
る
社
会
的

議
論
を
喚
起
し
て
い
く
義
務
を
負
っ
て

い
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

各
地
の
弁
護
士
会
の

取
り
組
み

　
2
0
1
1
年
の
高
松
市
で
の
人
権
擁

護
大
会
に
お
い
て
、
日
弁
連
は
「
死
刑

の
な
い
社
会
が
望
ま
し
い
」
と
の
立
場

を
明
ら
か
に
し
て
、
死
刑
制
度
に
つ
い

て
の
全
社
会
的
議
論
を
呼
び
か
け
る
と

い
う
決
議
を
採
択
し
ま
し
た
。
そ
の
5

年
後
に
は
、「
死
刑
制
度
の
廃
止
を
含

む
刑
罰
制
度
全
体
の
改
革
を
求
め
る
宣

言
」（
福
井
宣
言
）
で
、
死
刑
制
度
は

廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
を

明
確
に
し
ま
し
た
。

　
日
弁
連
の
こ
う
し
た
動
き
に
呼
応
し

て
、
死
刑
廃
止
に
つ
い
て
議
論
し
、
死

刑
廃
止
を
目
指
す
動
き
は
、
弁
護
士
会
、

弁
護
士
会
連
合
会
で
も
広
が
っ
て
い
ま

す
。
2
0
1
７
年
4
月
の
時
点
で
、
死

刑
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
組
織
が
設

け
ら
れ
て
い
た
弁
護
士
会
は
、
31
会
に

と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

2
0
2
0
年
7
月
に
は
、
全
国
52
会
中
、

44
の
弁
護
士
会
で
こ
の
種
の
組
織
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
死
刑
の
執

行
に
抗
議
す
る
会
長
声
明
を
こ
れ
ま
で

に
発
出
し
た
弁
護
士
会
は
、
既
に
40
会

に
上
っ
て
い
ま
す
。

　
市
民
と
と
も
に
死
刑
制
度
の
問
題
を

学
び
明
ら
か
に
し
て
い
く
作
業
を
怠
っ

て
い
て
は
、
死
刑
廃
止
の
実
現
は
望
め

ま
せ
ん
。
各
弁
護
士
会
の
主
催
で
開
催

さ
れ
た
死
刑
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

学
習
会
等
は
2
0
1
９
年
の
1
年
間
だ

け
で
40
回
を
超
え
て
い
ま
す
。
死
刑
制

度
を
扱
っ
た
映
画
は
思
い
の
ほ
か
多
く
、

市
民
向
け
に
上
映
会
を
実
施
す
る
会
が

多
い
よ
う
で
す
。
当
本
部
で
は
、
こ
う

し
た
機
会
に
利
用
で
き
る
映
画
や
講
師

の
リ
ス
ト
を
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、

必
要
な
と
き
に
は
お
問
合
せ
を
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

弁
護
士
会
・
弁
護
士
会
連

合
会
の
死
刑
廃
止
決
議

　
弁
護
士
会
・
弁
護
士
会
連
合
会
に
お

い
て
も
、
死
刑
廃
止
を
明
確
に
求
め
る

総
会
決
議
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
に
、滋
賀（
2
0
1
6

年
9
月
）、
宮
崎
県
（
2
0
1
8
年
6

月
）、
札
幌
（
2
0
1
９
年
2
月
）、
大

阪
（
同
年
12
月
）、島
根
県
（
2
0
2
0

年
2
月
）、
埼
玉
（
同
年
3
月
）
の
6

会
と
、中
国
弁
連
（
2
0
1
９
年
11
月
）

で
決
議
が
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
決
議
は
、
概
ね
、
死
刑
制
度
の
廃

止
と
、
廃
止
ま
で
の
間
の
死
刑
の
執
行

停
止
を
求
め
て
い
ま
す
。
現
在
も
、
総

会
決
議
に
向
け
て
準
備
中
の
弁
護
士
会

が
幾
つ
も
あ
り
、
こ
の
流
れ
は
更
に
広

が
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
総
会
の
議
論
で
は
「
死
刑
制
度
は
必

要
だ
」
と
い
う
意
見
は
実
は
多
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。
総
会
で
の
議
論
は
「
死
刑

制
度
は
必
要
か
否
か
」
で
は
な
く
、
む

し
ろ
「
総
会
決
議
は
会
員
の
思
想
信
条

の
自
由
を
害
す
る
か
否
か
」
が
中
心
に

な
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
弁
護
士
会
が
行
う
死
刑
廃
止
の
議
論

は
、
哲
学
論
争
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
犯

罪
を
抑
止
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
死

刑
制
度
が
適
当
か
ど
う
か
、
誤
判
も
少

な
く
な
い
刑
事
司
法
全
体
の
枠
組
み
の

中
で
死
刑
制
度
が
今
の
ま
ま
で
よ
い
の

か
、
被
害
者
遺
族
の
被
害
感
情
に
応
え

る
に
は
死
刑
制
度
を
維
持
す
る
以
外
に

方
法
は
な
い
の
か
、
と
い
う
法
制
度
上

の
問
題
で
す
。
被
害
者
遺
族
の
心
情
を

考
慮
す
べ
き
と
い
う
強
い
意
見
が
あ
る

の
は
当
然
で
す
が
、
む
し
ろ
死
刑
制
度

が
廃
止
さ
れ
て
い
る
諸
国
の
方
が
日
本

よ
り
も
被
害
者
支
援
が
進
ん
で
い
る
、

と
い
う
事
実
に
目
を
向
け
る
必
要
も
あ

る
で
し
ょ
う
。

　
死
刑
廃
止
の
決
議
案
を
総
会
に
諮
る

過
程
で
、
丁
寧
に
時
間
を
か
け
て
議
論

を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
は
、
大
き

な
価
値
が
あ
り
ま
す
。
総
会
ま
で
に
学

習
会
や
討
論
会
を
重
ね
、
議
論
を
成
熟

さ
せ
て
い
け
ば
、
満
場
一
致
と
は
い
か

な
く
て
も
、
お
の
ず
と
一
定
の
結
論
に

到
達
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
刑
事
裁
判
の
実
情
を
最
も
よ
く
知
っ

て
い
る
の
は
私
た
ち
弁
護
士
で
す
。
刑

事
被
告
人
の
境
遇
も
、
被
害
者
遺
族
が

置
か
れ
る
状
態
も
、
私
た
ち
弁
護
士
は

近
い
と
こ
ろ
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
立

場
に
い
ま
す
。
今
後
と
も
、是
非
、全
て

の
弁
護
士
会
で
、
死
刑
廃
止
に
向
け
た

議
論
が
活
性
化
す
る
こ
と
を
期
待
し
ま

す
。

死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制
度
改
革
実
現
本
部
事
務
局
長
代
行
　
釜
井
　
景
介
（
沖
縄
）

死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制
度
改
革
実
現
本
部
副
本
部
長
　
土
井
　
裕
明
（
滋
賀
）

2
0
1
9
年
11
月
内
閣
府
世
論
調
査

（
死
刑
制
度
に
対
す
る
意
識
調
査
）
に
つ
い
て

弁
護
士
会
の
死
刑
廃
止
の

�

取
組
状
況
に
つ
い
て


